輸出、再輸出及び再移転規制コンプライアンス
ウォーターズコーポレーションは、企業のポリシーとして、事業を行う各国の輸出管理に関する法令遵守に全力を尽くしています。その方針に基づき、当社は、ビジネスパートナーのコンプライアンスも同様のものとすることを目指しています。そのため、各社に下記をご確認いただけますようお願い致します。
•販売代理店は、Waters製品の輸出、再輸出および国内移動に関連し、米国の輸出法および現地国の輸出法を含めまたこれに限定されない全ての法令に完全に従っていること。

販売代理店はこれらの法令に下記が含まれまたこれに限定されないことを認めます。

（a）製品/サービス/データ仕様要件（b）最終的な目的地の各国の再輸出の要件、および（c）エンドユーザー個別の情報/要件

これらの制限により、製品の輸出、再輸出および国内移動の際には、必要に応じて事前に輸出許可またはその他の政府の承認を得るよう求めます。
•具体的には、販売代理店は　制限的国の貿易制裁、または米財務省および欧州連合理事会、ならびに同様の政府当局が発行する制限された団体の制裁リストを認識し、それに完全に準拠していること。具体的には、これらの規制の下で
1. 懸念取引先一覧に記載されているいかなる個人または団体に対して、法制政府の承認およびライセンスなしに、ウォーターズ製品の販売または転売は行わない。 
2. 米国政府、欧州連合（EU）またはローカル輸出管理法によって発行された貿易制裁（禁輸措置または制限措置）のいずれかの国において、法制政府の承認およびライセンスなしにウォーターズ製品の販売または転売は行わない。 
3. ウォーターズの製品の最終用途が、任意の核/ミサイル技術、化学的または生物学的アプリケーションで直接/間接的使用となることは、法令によって規制されており、任意売却または再販の際には、事前に審査をうけ、必要とされるライセンスまたは政府の承認を得る必要がある。
当社は販売代理店に対し、Watersの製品のすべての販売についてこの確立された会社の方針に準拠することを望みます。あなたが顧客または顧客のビジネス慣行に精通していない場合は、我々は御社が任意の販売を開始する前に、以下のウェブサイトを確認することを求めます。
Europe Sanctions or Restrictive Measures: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Office of Foreign Asset Controls:  http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

Consolidated Sanctioned Party List (US): http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
ウォーターズは、全ての商取引に際しこれらのリストに対して100％のチェックを行っていることをご承知おきください。問題のある取引に関しては、出荷前にその他の書類作成を求める、および/あるいは受け入れられない場合があります。前述したように、これらの要件の遵守は、ウォーターズ社是の不可欠なものです。上述の概説へご同意いただくことが、当社と御社との継続的なビジネス関係の基本となります。
上記をご理解の上署名をお願い致します。
